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■ 正誤・修正表 

建築基準法の改正等により、ＥＲＩアカデミーのテキストの記載に修正箇所が生じています。下表のとおりご対応くださいますようお願いいたします。 

ページ 行数 誤（修正前） 正（修正後） 

Ⅰ-6 10 ⑤ 認定型式・認証型式部材等の認定書等の添付 ⑤ 認定型式の認定書の写し等・認証型式部材等にかかる認証書の写しの添付 

Ⅰ-7 4 
④ 認定にかかる建築物の部分等の計画が、認定型式に適合していることの確

認（認定型式の認定書の写しが添付された場合） 

④ 認定にかかる建築物の部分等の計画が、認定型式に適合していることの確

認（認定型式の認定書の写し等が添付された場合） 

Ⅰ-24 

25 
高さ≦60ｍで、法第 6 条第 1 項第 2 号または第 3 号に掲げる、法第 20 条第 1

項第 2 号以外の木造・鉄骨造・RC 造・SRC 造・その他の構造※2 による建築物 

高さ≦60ｍで、法第 20 条第 1 項第 2 号以外の、法第 6 条第 1 項第 2 号または

第 3 号に掲げる建築物・その他の建築物※2 

29 

※2 その他の構造とは、主要構造部を石造、れんが造、CB 造、無筋コンクリート

造、その他これらに類する構造とした建築物で、高さ＞13ｍまたは軒高＞9

ｍのものをいいます。 

※2 その他の建築物とは、主要構造部を石造、れんが造、CB 造、無筋コンクリ

ート造、その他これらに類する構造とした建築物で、高さ＞13ｍまたは軒高

＞9ｍのものをいいます。 

Ⅰ-62 26 

規則第 5 条 
第 2 項・第 3 項 

規則第 5 条の 2 第 1 項 
規則第 6 条 

第 2 項・第 3 項 
規則第 6 条の 2 第 1 項 

★平 20 国交告第 282 号 
★平 20 国交告第 283 号 

平 20 国交告第 284 号 
★平 20 国交告第 285 号 

規則第 5 条 
第 2 項・第 3 項 

規則第 5 条の 2 第 1 項 
規則第 6 条 

第 2 項・第 3 項 
規則第 6 条の 2 第 1 項 
規則第 6 条の 2 の 2 

第 2 項・第 3 項 
規則第 6 条の 2 の 3 

第 1 項 
★平 20 国交告第 282 号 
★平 20 国交告第 283 号 

平 20 国交告第 284 号 
★平 20 国交告第 285 号 

平 28 国交告第 723 号 

Ⅰ-63 31 
● 建築設備等（昇降機及び遊戯施設を除く。）の検査・点検の項目、事項、方

法、結果の判定基準（平 20 国交告第 285 号別表第 4 抜粋） 

● 建築設備（昇降機を除く。）の検査・点検の項目、事項、方法、結果の判定基

準（平 20 国交告第 285 号別表第 4 抜粋） 

Ⅰ-72 16 ★規則第 20 条の 5 ★規則第 20 条の 4 

Ⅰ-74 7 第 20 条の 5 第 20 条の 4 

Ⅱ-12 

31 基準仕様 ※ 基準仕様 

34 

※ 基準仕様：平成 11 年 3 月に改正・告示された「住宅に係るエネルギーの使用

の合理化に関する建築主の判断の基準」および「住宅に係るエネルギーの

使用の合理化に関する設計及び施工の指針」（次世代省エネ基準といわれ

るもの）にもとづく仕様。 

削除 

以上 


